
公益財団法人埼玉県国際交流協会彩の国さいたま国際協力基金  

助成金交付要綱  

 

 （目  的）  

第１条  この要綱は、公益財団法人埼玉県国際交流協会彩の国さいたま国  

際協力基金設置規程第５条第１項の事業に関わる助成金の交付に関し必

要な事項を定めるものとする。  

 （助成対象者）  

第２条  助成対象者は、国際協力活動を行う団体等で、次の各号のいずれ  

 かに該当するものとする。ただし、第２号は理事長が特に必要と認めた

場合に限る。  

 （１）  県内に活動の拠点を有する民間団体  

 （２）  海外の公益的な団体  

 （助成対象事業）  

第３条  助成の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものと  

 する。  

 （１）  県内の民間団体が県内及び海外で実施する国際協力活動  

     （規程第５条第１項第１号に定める事業）  

 （２）  海外の公益的な団体が現地の住民の福祉の向上を図ることを目  

     的として実施する活動（規程第５条第１項第２号に定める事業） 

 （３）  海外で発生した災害等に対する支援（規程第５条第１項第３号

に定める事業）  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業及び団

体は、助成の対象としないものとする。  

 （１）  公益財団法人埼玉県国際交流協会（以下「協会」という。）と

の共催で実施する事業  

 （２）  団体の会員または参加者の友好、親善を図ることを主たる目的  

     としている事業  

 （３）  営利を目的としている事業    

 （４）  特定の政治活動または宗教活動を目的としている事業  

 （５）  当該団体の設立について、埼玉県から資金的な援助を受けてい    

る団体が行う事業  

 （６）  公共の秩序、安全を害するおそれのある事業  

 （７）  過去に３回助成を受けた事業及び過去３年間に連続して助成を受け

た団体。 

 （８）  奨学金支給事業等で、助成された現金が形を変えず、そのまま       

受給者に支給される事業  

（９）  日本語教室における通常の運営事業 

 （助成対象事業費）  

第４条  助成の対象となる事業費は、当該事業の実施に必要な経費とする。 



 ただし、国又は地方公共団体等からの補助金等の支給が予定されている  

 場合は、原則としてその補助金等相当額を助成対象事業費から控除する。 

 （助成率）  

第５条  事業に対する助成率は、別表に掲げるとおりとする。  

 （助成額）  

第６条  個々の申請に対する助成額は、別表に掲げる助成限度額を上限と  

 し、予算の範囲内で決定する。  

 （助成期間）  

第７条  同一事業への助成は、３年を限度とする。  

２  同一団体への助成は、連続して３年を限度とする。  

 （助成の申請）  

第８条  助成を受けようとするものは、別に定める期間内に助成金交付申  

 請書（様式第１号）、事業計画書（様式第２号）及びその他協会が指定  

 する書類を協会に提出しなければならない。  

 （審査委員会）  

第９条  協会は、助成の審査を行うため、審査委員会を設ける。  

 （審査及び決定の通知）  

第１０条  協会は、審査委員会の審査及び答申を経て、助成金の交付額を  

 決定し、助成金交付決定通知書（様式第３号）または、助成金不交付決

定通知書（様式第３号の１）により申請者に通知する。  

 この場合において、助成対象者が第２条第２号に該当するときは、当該  

 助成金交付決定通知書に理事長名の「かがみ」（様式第３号の２）を添    

 えるものとする。なお、理事長は、助成金の交付を決定する際必要と認  

 めるときは条件を付することができる。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業につい  

 ては、事務局で審査し、審査委員会への報告事項とする。  

 （１）使途指定寄附による事業 

 （２）彩の国さいたま国際交流・協力ネットワークで実施する「中古資  

    機材リサイクル国際協力事業実施要綱」による事業  

 （助成金の請求）  

第１１条  助成金の請求は、助成金請求書（様式第４号）を理事長に対し、  

 その定める期日までに提出するものとする。  

 （助成金の交付）  

第１２条  協会は、助成金の交付が決定した団体に対し、原則として、助  

 成事業の開始時に助成決定額の半額を交付し、残額については事業完了  

 時、または事業経過報告書提出時のいずれか早い方に交付する。  

 （助成事業の内容の変更）  

第１３条  助成金の交付を受けたもの（以下、「助成事業者」という。）  

 は、助成事業の内容等を変更しようとする場合は、変更承認申請書（様  

 式第５号）を理事長に提出しその承認を受けなければならない。  



 （交付決定の取消し）  

第１４条  理事長は、助成事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、  

 交付の決定を取り消すことができる。  

 （１）  事業を実施しないとき、または期限内に事業を実施する見込が  

     ないとき。  

 （２）  申請書の記載と事実が著しく相違した場合  

 （３）  事業の実施に際して違法行為があったとき。  

 （４）  その他、理事長が不適当と認めたとき。  

 （助成金の返還）  

第１５条  助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付  

 された助成金の全部または一部を直ちに協会に返還しなければならない。 

 （１）  助成の決定が取り消された場合  

 （２）  助成金の目的外支出が行なわれた場合、または使途不明金が発  

     生した場合  

 （３）  事業規模の大幅な縮小などにより、既に交付された助成金の額  

     が総事業費に対して定められた助成率の上限を上回った場合  

 （４）  事業実績報告書が提出されなかった場合、またはその内容が不  

     十分であった場合  

 （５）  申請内容、実績報告書に虚偽の記載があった場合  

 （報告書の提出）  

第１６条  助成事業者は、事業完了後１箇月以内に協会に事業実績報告書  

 （様式第７号）を提出しなければならない。  

２  申請額が１０万円を超える事業について、助成事業者は、助成事業が   

 ６箇月以上の長期にわたる場合には、少なくとも６箇月に１度協会に事  

 業経過報告書（様式第８号）を提出しなければならない。  

 （助成金の額の確定）  

第１７条  理事長は、前条第１項の規定による報告を受けた場合において  

は、その報告に係る助成対象事業の成果が、助成金の交付の決定の内容

及びこれに附した条件に適合するかどうか審査し、適合すると認めたと

きは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書（様式

第９号）により団体の代表者に通知するものとする。  

 （証拠書類の保管）    

第１８条  助成事業者は、助成事業にかかる収支を明らかにした帳簿を備  

 え、かつ、証拠となる書類を事業完了後５年間保存しなければならない。  

 （委任）  

第１９条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。  

   附  則  

 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成９年１１月１日から施行する。  



   附  則  

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成１２年６月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。   

   附  則  

 この要綱は、平成１６年２月３日から施行する。  

   附  則   

 この要綱は、平成１６年７月１日から施行する。  

   附  則   

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。   

   附  則   

 この要綱は、平成２０年４月１４日から施行する。   

   附  則  

 この要綱は、平成２２年８月１９日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成２３年８月３１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成２４年４月２０日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成２５年４月１８日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成２６年５月１４日から施行する。ただし、第７条第２項に

掲げる規定は、平成２７年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２７年５月１４日から施行する。



別  表    

 

助成対象者  対象事業等  助成率  
助成  

限度額  

県内に活動の拠

点を有する民間

団体等  

県内で実施する国際協力活動  

（外国人を対象とした県内で

の協力・支援活動及び被災地域

や海外開発途上地域等への食

料・物資等の支援活動等）  

事 業 経 費 の

50％以内  
20万円  

海外で実施する国際協力活動  

（海外で現地の住民とともに

医療、保健衛生、環境保全、教

育、人権保護等の福祉の向上に

取り組む活動、及び被災地域で

の支援活動）  

事 業 経 費 の

50％以内  
50万円  

使途指定寄附による国際協力

活動  
寄附内容により決定  

海外の公益的な

団体等  

現地の住民の福祉の向上を図

ることを目的として実施する

活動  

事業内容により決定  

 


